賛成討論（5-11）
　7番、金崎ひさでございます。陳情5-11号「開発事業者側の利益に偏らない葉山町行政の公益性の徹底と、町・町民・事業者の協働を基本理念とした葉山町まちづくり条例の遵守を求める陳情書」に関して、ただいまの委員長報告に反対、すなわち、この陳情に賛成の立場で討論に参加いたします。

この陳情は現在、堀内で行われているホテル建設工事において、170名の反対署名がありながら、反対者には何の連絡も無く、町は事業者と「開発事業に関する協定書」を結びました。そのような事実により出された陳情であり、これは、明らかにまちづくり条例の理念に反することであります。委員会での意見に、その反対署名が出されたことにより、本来であれば事前協議書提出から5ヶ月間で協定を締結する規定を少し伸ばしたことを評価するとありましたが、反対署名は町に出されたものでありながら、町は町民に対して何の説明もしていません。ただ、事業者に繋げ、任せるだけで、それがまちづくり条例の理念に反すると感じるのは当たり前の人間感情と思います。その町民の想いを汲むこともなく、「最低限の対応はしている」及び「陳情書との内容に齟齬がある」との判断で、この陳情を不採択とした、委員会に怒りすら覚えます。先ほどの委員長への質問でも、どのような齟齬なのかも説明できない状況です。町民の代表として機能している議会の良識として、この陳情は絶対に不採択すべきものではないと思い、討論に参加しております。反対をしている議員に伺いますが、まちづくり条例の基本理念に即しての条例の遵守は必要がないとお考えなのでしょうか。まちづくり条例の第1条「目的」と第2条「基本理念」はこの条例の根幹を成すものです。
そして、「開発事業者側の利益に偏らない葉山町行政の公益性の徹底」に関しての意見を述べます。私は常日頃、都市計画課の職員の方々のご苦労は身にしみております。だからこそ、事業者寄りと誤解されることは絶対に避けていただきたいのです。毅然とした態度で、本当に町及び町民のためになる開発なのかどうか、質問されたら、きっちりと答えられる信念を持って、仕事に当たっていただきたいと願っているからこそ、この「開発事業者側の利益に偏らない葉山町行政の公益性の徹底」という文言はその通りと感じています。この開発においては、取り付け道路に関して「その限りにあらず条項」を活用して町はまちづくり条例に基づく「開発事業に関する協定書」を結び、県が開発許可を降ろし、工事が着工されています。そして、一方通行の逆走、道路幅、目一杯の大型車の通行など、近隣の方々がどれだけ迷惑し不安を感じていらっしゃるか。このようなことが二度とあってはなりません。開発許可が下りてしまった事案ですが、町が「その限りにあらず」と判断した内容に今、虚偽が発覚しております。町が事業者に道路拡幅に関する要請をして、その回答として出された「訪問記録」により、町は事業者が拡幅努力をしたが、不調に終わったと判断して「その限りにあらず」を許したものです。しかし、「敷地前道路拡幅のご協力意思の有無の確認」で訪問したという「訪問記録」は全くのでたらめで、交渉をしていないのに交渉したかのような書類を提出されているということが判明しております。当事者たちから町長あてに文章が届いているはずです。何故、町は怒らないのですか。「虚偽」ではなく「丁寧さに欠けた」と判断しているとの答弁がありましたが、これは、あきらかに嘘をつかれたということです。当然、町としては怒るべきと思います。怒らないから事業者側の利益にかたよっていると思われての陳情提出だと推察しております。町が事業者と令和4年4月27日に結んだ「開発事業に関する協定書」の第21条に「事業者は、町から斡旋又は調停のため要請があったときは期間を決めて工事の着手又は工事を停止するものとする。」とあります。これは、県の開発許可とは全く別物であると申し添えます。今こそ、この条文を使う時と思います。どうぞ、町長には、ご決断をお願いいたします。
もう一度申し上げます。今後のまちづくりに関しても、この陳情は大切な要素を含んだものです。「開発事業者側の利益に偏らない葉山町行政の公益性の徹底と、町・町民・事業者の協働を基本理念とした葉山町まちづくり条例の遵守を求める陳情書」決して不採択にしてはならないものと思います。皆さまのご賛同を宜しくお願い申し上げまして、私の討論を終わります。ありがとうございました。
